
令和７年度予算要求事業概要書 NO

政策No. 10 施策No. 3 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                             　 （単位：千円）

　外国に行くことなく、気軽に留学のような体験ができる本事業は、区内在住の子どもたちにとって有意
義な取組と言えます。実施に必要な予算を計上します。

 財源内訳

－ 5,500

事業実施に伴う
将来コスト

事業実施経費　5,500千円／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

要求額 5,500 0 調整額 5,500 0

まち歩き交流実施経費 2,200 0 まち歩き交流実施経費 2,200 0

区内ホームステイ実施経費 3,300 0 区内ホームステイ実施経費 3,300 0

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

― ―

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

【事業内容】
①区内ホームステイ（40人程度）
　港区に住む外国人の自宅でのホームステイ体験を提
供します。外国語にふれながら、それぞれのホスト
ファミリーの多様な文化を体験します。
②まち歩き交流（100人程度）
　外国人とチームを組み、 英語でミッションをクリ
アしながらまち歩きをして交流を深めます。
①及び②について、区内大使館等との連携も検討しま
す。

【対象】
　18歳以下の区民

【場所・回数】
　港区内の外国人の自宅等、①・②各１回

【参加者自己負担】
①区内ホームステイ　１人20,000円程度
（委託事業者が直接集金）
②まち歩き交流　自己負担なし

　令和６年度区政モニターアンケートの結果では、国際化推進、多文化共生施策として、港区に「区民の国
際的な理解を深めること」を求める回答が41.5％であり、地域における国際交流事業や多文化理解の機会の
ニーズは高い状況にあります。子どもたちが外国語に触れ、多様な文化を体験する機会を創出します。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　都・他区：これまで実施なし
　横浜市：令和５年度試行実施、令和６年度から本格実施

６　事業実施により得られる効果・成果

　国際色豊かな港区の特徴を生かし、子どもたちが、区内の外国人住民の自宅でホームステイを体験した
り、外国人とまち歩きで交流することにより、外国語とその国の文化に直接触れて国際理解を深めるととも
に、港区の歴史や魅力の再発見にもつなげることができます。

【スケジュール】
　令和７年８月　　　ホストファミリーの選定
  　　　　９月以降　実施

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 ＭＩＮＡＴＯまるごと留学事業 要求区分 新規 港区基本計画
多様な主体との連携による国際力の強化

港区国際化推進プラン
⑤　多様な人がともに支え合いながら暮らす「地域共生社会」の実現

所管課 産業・地域振興支援部　地域振興課 98

問合せ 国際化推進係　TEL:03-3578-2303

２　事業説明文 区内の子どもたちが、外国人住民宅でのホームステイや外国人と一緒にまち歩きをする体験を通じ、外国語にふれるとともに、その文化に対する理解を深めるための機会を創出します。



令和７年度予算要求事業概要書 NO

政策No. 14 施策No. 2 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源 － 18,320

事業実施に伴う
将来コスト

事業運営経費　27,000千円（うち特財なし）／年
報償費　　　　   320千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                             　（単位：千円）

　みなと芸術センター開館に先立ち、アートを活用した地域課題の解決の取組とその効果検証を実施する
ため、本事業の予算を計上します。
　予算計上に当たっては、全体の運営業務に係る経費、モデル事業実施や民間提案制度の実施に係る経費
等に細分化して精査の上、必要な経費を計上します。

 財源内訳
港区版ふるさと納税寄附金 9,000

要求額 27,215 0 調整額 27,320 9,000

民間提案事業選考委員会報償費（３回） 180 0

アドバイザー会議報償費（４回） 140 0

　 民間提案制度による事業経費 9,000 0

アドバイザー会議報償費 140 0 モデル事業実施経費 1,000 0

ＭＩＮＡＴＯ×アート事業運営経費 27,075 0 ＭＩＮＡＴＯ×アート事業運営経費 17,000 9,000

 ・文化芸術基本法
 ・港区文化芸術振興条例

―

９　要求内容                                                                         （単位：千円）10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

【事業内容】
　各分野の課題解決や魅力の向上に、アートの視点を
取り入れた提案を行い、アートを活用した事業を展開
します。（３年間で約20事業を想定）
　本事業の実施に当たっては、他自治体の成功事例を
調査し、職員向けの勉強会やワークショップを開催し
ます。アートが多様な分野にプラスの効果をもたらす
ことを十分に説明した後、各部に対して課題をヒアリ
ングし、アートを活用した事業提案を行います。その
後、提案事業の実施に向けたサポートを段階的に行
い、各部門と有機的に連携して進めていきます。さら
に、事業実施に当たっては、民間企業からの提案を募
集する制度を構築します。

【実施時期】
　令和７年度から一定期間本事業を継続します。な
お、令和９年度のみなと芸術センターの開館の時期等
に随時効果や事業の規模を検証します。

【スケジュール(目安)】
　令和７年４月　他自治体事例調査（通年）
　　　　　５月　職員向け勉強会、ワークショップ
　　　　　　　　（複数回実施）
　　　　　　　　各課へアンケート調査及び
　　　　　　　　課題ヒアリング
　　　　　６月　課題分析
　　　　　８月　アート活用事業計画
　　　　　10月　民間提案募集開始
　　　　　　　　（制度設計は年度当初から）
　　　　　12月　アート活用事業の事業者決定
  令和８年１月　アート活用提案事業実施
　　　　　　　　（初年度はモデル事業も実施）

　区では、令和９年11月のみなと芸術センター開館を見据え、アートが社会に果たす役割を広く発信する必
要があるとともに、文化芸術振興プランなどでは、観光、国際交流、福祉、教育など幅広い分野と連携し
て、総合的に文化政策を推進することが求められています。また、各分野にアートの視点を入れ、課題解決
や魅力の向上を図ることに社会的なニーズがありますが、庁内での仕組みや体制が整っていません。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　都(東京都美術館)：「とびらプロジェクト」アートを介してコミュニティを育む
　江戸川区：「ともにアート」プロジェクト　アートの力で様々な社会問題を解決することを目指す

６　事業実施により得られる効果・成果

　アートが持つ力を、区政のあらゆる場面で積極的に活用することで、区の文化芸術施策を推進するととも
に、各分野における課題解決等に貢献し、区民生活が向上します。

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 ＭＩＮＡＴＯ×アート事業 要求区分 新規 港区基本計画
多様な主体間の協働による文化芸術振興

港区文化芸術振興プラン　施策2-1　文化芸術を通じた多様な主体間の交流・連携の促進

⑧　地域の力を結集して課題を解決する「参画と協働」の推進

所管課 産業・地域振興支援部部　地域振興課 99

問合せ 文化芸術振興係　TEL:03-3578-2343

２　事業説明文 区民生活の更なる充実を図るため、各分野の課題解決や魅力の向上にアートの視点を取り入れた提案を行い、各分野の政策にアートを反映します。



NO

政策No. 7 施策No. 1 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 芝浦港南地区総合支所　協働推進課 100

問合せ 　地区政策担当担当TEL:03-6400-0013

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
①老朽化に伴う２基の営巣巣の撤去及び新設
　→新設する巣は現状と同様の規格とします。

②カルガモ生育記録映像の作成
　→営巣巣の再設置に伴い生育記録の映像を作成・
配信することで、カルガモや水辺に対する地域住民
の愛着の更なる醸成を図ります。

【対象】
　①　芝浦港南地区を訪れる全ての方
　②　芝浦港南地区に関心のある児童や区民

【場所】
　芝浦西運河の渚橋下付近（現在と同様の場所)

　平成19年度芝浦港南地区ならではの地域資源である運河に生息する野鳥のカルガモの生育を地域で見守るこ
とにより、地域の人々の水辺への愛着と理解を深めることを目的とし、芝浦西運河の渚橋下にカルガモの営巣
巣と休憩場を設置しました。現在も地域の人々の水辺への愛着醸成の一助となっていますが、設置から約18年
が経過しており、老朽化による対応が必要です。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

なし

６　事業実施により得られる効果・成果

　・地域で自然を感じながら生活することで、地域の人々の水辺への愛着と理解が深まります。

２　事業説明文
　 （拡充内容）

水辺への愛着と理解を深めることができるよう、カルガモの人工巣の老朽化に伴う撤去と新設及びカルガモの生育記録の映像を編集・配信します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール、関連法令等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 芝浦港南地区みずまちプロデュース事業 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
水環境の保全・向上と親水化

港区環境基本計画、港区緑と水の総合計画
④　まちの発展と環境負荷の低減を両立する「持続可能な都市」の構築

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　カルガモ営巣場所管理経費
　水辺のまち歩きプロデュース分科会企画及び
　運営支援等経費
　イベント用船の借り上げ

【スケジュール】
　１　令和８年３月　営巣巣設置完了
　２　映像制作３月　映像制作完了

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

なし
　レベルアップ：カルガモの人工巣の老朽化に伴う撤去及び新設な
ど、野鳥の生育を地域で見守ることができ、水辺への愛着と理解の
深まりが期待できるため.

　　カルガモ営巣巣の撤去、新設、カルガモの生育記録の編集・配信 5,753 0 　　カルガモ営巣巣の撤去、新設、カルガモの生育記録の編集・配信 5,753 0

　レベルアップ分 5,753 0 　レベルアップ分 5,753 0

　レベルアップ分以外 6,992 0 　レベルアップ分以外 6,992 0

　　カルガモ営巣場所管理経費、水辺のまち歩きプロデュース分科会企画及
　　び運営経費、港南ふれあい桜まつり、芝浦運河まつり等

6,992 0
　　カルガモ営巣場所管理経費、水辺のまち歩きプロデュース分科会企画及
　　び運営経費、港南ふれあい桜まつり、芝浦運河まつり等

6,992 0

要求額 12,745 0 調整額 12,745 0

－ 12,745

事業実施に伴う
将来コスト

特になし

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、債務負担行為、将来コスト                                               （単位：千円）

　地域の人々の水辺への関心や理解を深めるため、カルガモの生育を助ける人工巣の撤去及び新設や生育記
録の編集・配信は必要と認められることから予算を計上します。

 財源内訳



NO

政策No. 9 施策No. 1 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 産業・地域振興支援部　地域振興課 101

問合せ 区民協働・町会自治会支援担当　TEL:03-3578-2557

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　港区の地域コミュニティが抱える課題の解決や適切
な支援のあり方等についてご意見を伺うために、学識
経験者や公募区民等を委員とした検討委員会を新たに
設置します。

【検討組織】
　（仮称）地域コミュニティ検討委員会
　構成：８名
　内訳：委員長１名（学識経験者）
　　　　副委員長１名（学識経験者）
　　　　委員６名（公募区民、地域活動団体、町会・
        自治会関係者等）
　任期：１年

　近年、都市化とともに区内にはマンションが増加し、港区民の９割以上はマンションに居住しています。新
たな住民が増加したことで、従来の町会・自治会を中心とした地域コミュニティには様々な課題が生じてお
り、解決にむけて、課題の整理や制度の見直しが必要です。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　・（仮称）新宿区町会・自治会活性化条例推進委員会
　・武蔵野市これからの地域コミュニティ検討委員会

６　事業実施により得られる効果・成果

　学識経験者や地域住民の意見を伺うことで、制度の適切性や有効性を実態に即した形で整備することがで
き、地域コミュニティのさらなる活性化につなげることができます。

２　事業説明文
　 （拡充内容）

港区の地域特性を踏まえたコミュニティのあり方や課題について、学識経験者等から意見を伺うため、検討委員会を設置します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 町会等活動支援 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
町会・自治会等の地縁団体による地域コミュニティ活動への支援

⑧　地域の力を結集して課題を解決する「参画と協働」の推進

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　・退任町会・自治会長への感謝状贈呈
　・まるごとデジタル支援事業
　・デジタル回覧板等

【スケジュール】
　令和７年３月　設置要綱の制定
　　　　　４月　検討組織設置

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　なし
　レベルアップ：検討により、制度の適切性や有効性を実態に即し
た形で整備することができ、地域コミュニティの更なる活性化につ
なげることが期待できるため。

（仮称）地域コミュニティ検討委員会　委員報償費 565 0 （仮称）地域コミュニティ検討委員会　委員報償費 565 0

レベルアップ分 565 0 レベルアップ分 565 0

退任町会・自治会長への感謝状贈呈等 335 0 退任町会・自治会長への感謝状贈呈等 252 0

レベルアップ分以外 15,075 0 レベルアップ分以外 13,874 0

港区町会・自治会まるごとデジタル支援、デジタル回覧板、デジタルサポーター 6,066 0 港区町会・自治会まるごとデジタル支援、デジタル回覧板、デジタルサポーター 6,066 0

活動応援個別プログラムの作成及び実施 7,656 0 活動応援個別プログラムの作成及び実施 6,508 0

要求額 15,640 0 調整額 14,439 0

港区町会・自治会連合会活動費補助等 1,018 0 港区町会・自治会連合会活動費補助等 1,048 0

－ 14,439

事業実施に伴う
将来コスト

　レベルアップ分は令和７年度のみ実施予定

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　地域コミュニティのさらなる活性化に向けて、町会・自治会に対する区の支援について、再整備が必要な
状況です。学識経験者等を委員とする（仮称）地域コミュニティ検討委員会を設置することにより、町会・
自治会への支援をより適切で効果的な実施につながると考えられることから、本事業の予算を計上します。
　なお、レベルアップ分以外の経費については必要数量等を精査の上、予算計上します。

 財源内訳



NO

政策No. 10 施策No. 3 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源 － 3,338

事業実施に伴う
将来コスト

・交流事業に係る経費
・新たな国際友好都市提携に係る経費

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　区立小・中学生の海外派遣を実施する等、これまで連携・交流を行っている西オーストラリア州パース市
と国際友好都市提携を結ぶための経費を計上します。
　なお、訪問支援業務委託に係る経費については、国際友好都市提携に向けて調整が具体化しているパース
市訪問分を計上します。また、外国都市訪問受入に関しては、具体的な予定がないため計上を見送ります。

 財源内訳

要求額 24,386 0 調整額 3,338 0

レベルアップ分以外 0 0 レベルアップ分以外 0 0

国際友好都市訪問受入経費 0 0

国際友好都市訪問受入経費（３回分） 5,847 0 海外旅行保険料 15 0

海外旅行保険料 90 0 外国都市訪問経費（旅費以外） 1,450 0

外国都市訪問経費(パース、シンガポール、パリ) 18,449 0 旅費（パース） 1,873 0

レベルアップ分 24,386 0 レベルアップ分 3,338 0

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　なし

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

― ―

２　事業説明文
　 （拡充内容）

区と外国都市とが、それぞれの行政課題を共有し、解決に向けた取組を進めていく意思を相互に確認した上で国際友好都市提携を結び、交流します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 外国都市との国際友好都市交流事業 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
多様な主体との連携による国際力の強化

港区国際化推進プラン
⑤　多様な人がともに支え合いながら暮らす「地域共生社会」の実現

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 産業・地域振興支援部　地域振興課 102

問合せ 国際化推進係　TEL:03-3578-2565

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　区と外国都市それぞれの行政が持つノウハウを行政
組織として共有し、課題解決に向けた連携手法の開
発、行政と企業間のハブ機能を担う等の行政課題の解
決に向けた取組を進めていく意思を相互に確認したう
えで、国際友好都市提携を結びます。

【候補都市】
　・パリ市15区
　　（令和６年６月にＭＯＵ（国際友好都市提携締結
　　に向けた覚書）締結済）
　・西オーストラリア州パース市

【スケジュール】
　令和７年度中　パース市と国際友好都市提携締結

　令和６年度、区はフランスパリ市15区と、両都市が相互に交流を深めることで友好関係を築き、あらゆる分
野において、永続的な関係を構築することを目的とした覚書を締結しました。今後、区立小・中学生の海外派
遣を実施している西オーストラリア州パース市、区立中学校海外修学旅行先であるシンガポール共和国など、
これまで連携・交流を行っている都市と国際友好都市提携を進めていきます。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　都：12の外国都市と国際友好都市提携済
　区：千代田区、港区を除く21区が外国都市と国際友好都市提携済

６　事業実施により得られる効果・成果

　・行政組織間で交流事業等の継続実施が可能となります。
　・行政が企業、住民等とともに提携を図ることで、双方の都市が抱える課題の解決が可能になります。
　・国際友好都市提携を契機に、これまで以上に国や大使館等との交流を深めることができます。



NO

政策No. 14 施策No. 1 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 産業・地域振興支援部　地域振興課 103

問合せ 文化芸術振興係　TEL:03-3578-2584

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
①区有施設、民間施設、街中等を積極的に活用した
コンサートを、定期的に開催し、その様子をオンラ
インで配信します。
②保育施設や福祉施設など身近な場所で、音楽のア
ウトリーチ事業を開催します。

【対象】
①区民等
②育児や介護、健康不安等を理由に文化芸術の鑑
賞・活動が難しい方

【場所・回数】
①屋内２回、屋外１回程度
②年６回程度

　区民、区内の活動団体を対象とした、令和４年度港区文化芸術実態調査において、約３割の区民が、育児や
介護、健康不安等を理由に文化芸術を鑑賞することができないと回答し、多様な区民が文化芸術に参加しやす
い環境整備を望む声が多くありました。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

都：『東京文化戦略2030「伝承のたまてばこ～多摩伝統文化フェスティバル～」』として、多摩地域の文化
資源を活用し、多彩な伝統文化・芸能の魅力を発信するため、まちなかでの演奏会や屋外ステージで本格的
な公演などを開催
杉並区：「出張音楽教室」として、子どもたちが生の音楽に触れ参加できるよう、区内の小・中学校で生の
室内楽アンサンブルコンサートを開催

６　事業実施により得られる効果・成果

  地域の中で、区民が文化芸術に触れる機会が増えるとともに、時間や場所に捉われることなく、多様な区民
が文化芸術に参加しやすい環境を整備することができます。

２　事業説明文
　 （拡充内容）

誰もが、時間や場所に捉われず気軽に文化芸術にふれあい、関心を高めることができるよう、ロビーコンサートに加え、まちなかコンサートやアウトリーチによるコンサートを開催し音楽の鑑賞機
会の充実を図ります。

３　事業内容、実施手法、スケジュール、関連法令等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 ＭＩＮＡＴＯまちなかコンサート 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造できる機会の充実

港区文化芸術振興プラン
①　希望あふれる「にぎわいと活力に満ちた都市」の実現

９　要求内容                                                                        （単位：千円） 10　調整内容                                                                        （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　区役所１階ロビー等を活用したロビーコンサート
を定期的に開催し、区内で活動するアーティスト等
に発表の機会を提供します。

【スケジュール】
令和７年４月～令和８年３月　アウトリーチコン
サート（オンライン配信有）開催
令和７年７～12月　区役所1階ロビーコンサート開
催

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

・港区文化芸術振興条例
・文化芸術基本法

　レベルアップ：音楽の鑑賞機会の充実を図ることについて、時間
や場所に捉われることなく、誰もが気軽に文化芸術にふれる機会を
得られることが期待できるため。

コンサート企画・運営等（まちなかコンサート） 7,810 0 コンサート企画・運営等（まちなかコンサート） 7,810 7,810

　レベルアップ分 12,176 0 　レベルアップ分 12,236 12,236

コンサート企画・運営等 (ＷＥＢサイト等） 2,242 0 コンサート企画・運営等 (ＷＥＢサイト等） 2,242 2,242

コンサート企画・運営等（アウトリーチ事業） 1,936 0 コンサート企画・運営等（アウトリーチ事業） 1,936 1,936

　レベルアップ分以外 1,012 0 　レベルアップ分以外 1,012 1,012

ポスター・チラシ等印刷 188 0 ポスター・チラシ等印刷、プロポーザル報償費(１回分) 248 248

要求額 13,188 0 調整額 13,248 13,248

ロビーコンサート企画・運営 1,012 0 ロビーコンサート企画・運営 1,012 1,012

－

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　12,176千円（うち特財12,176千円）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、債務負担行為、将来コスト                                              （単位：千円）

　育児や介護、健康不安等を理由に文化芸術の鑑賞が難しい区民等が文化芸術に参加しやすい環境を整備す
るため、これまでの取組に加えて鑑賞機会を充実する必要があります。まちなかコンサートやアウトリーチ
によるコンサートを開催するとともに、オンラインで配信することにより、広く鑑賞機会を提供できると考
えられることから、本事業の予算を計上します。

 財源内訳
文化芸術振興基金 13,248



NO

政策No. 9 施策No. 2 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 高輪地区総合支所　協働推進課 104

問合せ 地区政策担当　TEL:03-5421-7123

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　チャレンジコミュニティ大学の修了生が地域福祉に
ついての学びを深め、自らの地域活動を錬磨するため
の研究を行うことで、地域へのさらなる貢献や支援等
を必要とする方と区を繋ぐ等、地域におけるインフル
エンサーとしての役割を担うとともに、区と協働した
事業への参加等地域活動・地域福祉においてその力を
より一層発揮してもらうため、大学院を新設します。
【対象】
　チャレンジコミュニティ大学の修了生 ５名程度

【場所】
　原則、明治学院大学（フィールドワークも有）

【回数】
　講義：15コマ（約45時間）
　論文指導：約25時間
　フィールドワーク（港区の連携自治体との研修旅
行）

　チャレンジコミュニティ大学の修了生組織であるチャレンジコミュニティ・クラブで、会員全員に対する
活動実態調査を実施した結果、多様な活動を担う人材が育っている一方、自分の所属する組織や地域の課題
を整理し、解決の方向を考えたいという要望が見受けられました。地域コミュニティの活性化が期待される
今、さらに深めた知識や経験を生かして地域のリーダーとして活躍してくれる存在が必要です。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　都：地域福祉推進区市町村包括補助事業[補助率１/２]（区を経由した間接補助）

６　事業実施により得られる効果・成果

　本事業の実施により、区民参画組織への参画や地域活動・地域福祉の分野において活躍する人材を輩出し
ます。

２　事業説明文
　 （拡充内容）

チャレンジコミュニティ大学の修了生が、更に学びを深めることで港区と協働した事業への参加や地域福祉において活躍できるよう、大学院を新設します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 チャレンジコミュニティ大学 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
コミュニティ活動を担う人材と組織への支援

高輪地区版計画書　政策１　施策（２）高齢者が過ごしやすいまちをつくる

⑧　地域の力を結集して課題を解決する「参画と協働」の推進

９　要求内容                                                                     （単位：千円） 10　調整内容                                                                     （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　チャレンジコミュニティ大学講義等
　定員60名

【スケジュール予定】
　令和７年４月　大学院申込受付
　　　　　５月　内定者決定・胸部レントゲン検査
　　　　　６月　受講者決定・開講

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　港区チャレンジコミュニティ大学事業
実施要綱

　レベルアップ：チャレンジコミュニティ大学の修了生が更に学び
を深め、港区と協働した事業への参加や地域福祉において活躍でき
る人材の育成が期待できるため。

チャレンジコミュニティ大学大学院運営経費 3,333 0 チャレンジコミュニティ大学大学院運営経費 3,333 0

レベルアップ分 3,956 0 レベルアップ分 3,958 0

選考委員会報償費 165 0 選考委員会報償費 165 0

胸部レントゲン検査委託等 93 0 胸部レントゲン検査委託等 93 0

レベルアップ分以外 24,600 10,103 レベルアップ分以外 24,600 14,279

フィールドワーク随行（交通費等） 365 0 フィールドワーク随行（交通費等） 367 0

要求額 28,556 10,103 調整額 28,558 14,279

チャレンジコミュニティ大学運営経費 24,600 10,103 チャレンジコミュニティ大学運営経費 24,600 14,279

－ 14,279

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　3,829千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                     　    （単位：千円）

　チャレンジコミュニティ大学の修了生が大学院で学びを深めることで、地域へのさらなる貢献や支援等
を必要とする方を区の実施する支援に繋いでいただくなど、地域活動・地域福祉においてその力をより一
層発揮していただくことが可能になると考えられます。区民参画組織への参画や地域活動・地域福祉の分
野において活躍する人材を育成するため、本事業の予算を計上します。

 財源内訳
地域福祉推進区市町村包括補助事業[補助率1/2] 14,279



NO

政策No. 1 施策No. 4 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源 －

事業実施に伴う
将来コスト

電気料　719千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　「港区港南地区橋りょう等ライトアップ実施計画」に基づく橋りょうのライトアップにより、貴重な地域資
源である水辺空間を活用し、一定の成果を上げられることから必要性が認められるため、ライトアップに係る
経費を予算計上します。

 財源内訳
道路占用料 91,116

要求額 96,984 0 調整額 91,116 91,116

　電気料、年間運用スケジュール更新など 8,206 0 電気料、年間運用スケジュール更新など 6,776 6,776

レベルアップ分以外 8,206 0 レベルアップ分以外 6,776 6,776

　港南緑水公園 噴水ライトアップ経費 51,180 0 港南緑水公園 噴水ライトアップ経費 48,621 48,621

　港南公園Ｄ モニュメントライトアップ経費 37,598 0 港南公園Ｄ モニュメントライトアップ経費 35,719 35,719

レベルアップ分 88,778 0 レベルアップ分 84,340 84,340

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　電気料、年間運用スケジュール更新など

【スケジュール】
　令和７年11月　工事着手
　令和８年２月　工事完了予定

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　なし
　レベルアップ：貴重な地域資源である水辺空間の魅力向上につな
がり、地域コミュニティや観光・産業の活性化、安心安全なまちづ
くりが期待できるため。

２　事業説明文
　 （拡充内容）

　貴重な地域資源である水辺空間の魅力を発信し、観光・産業の活性化ができるよう、港南公園のモニュメント及び港南緑水公園の噴水のライトアップを実施します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 運河の魅力向上事業 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
地域特性を生かした魅力のある街並み景観の形成

環境基本計画
①　希望あふれる「にぎわいと活力に満ちた都市」の実現

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 芝浦港南地区総合支所　まちづくり課 105

問合せ 土木担当　TEL:03-6400-0032

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　港南公園モニュメント等のライトアップ

【実施手法】
　入札

【対象】
　港南公園Ｄ（高浜運河沿緑地）　モニュメント
　緑水公園　噴水

【場所・回数】
　港区港南四丁目５番
　港区港南四丁目７番47号

　芝浦港南地区には、東京湾につながる運河とそこに架かる橋りょうがあり、まちの特徴的な水辺空間を形成
していますが、地域住民からは水辺空間の更なる魅力向上を期待する多くの声があります。また「ナイトタイ
ムエコノミーの推進」に向けた取組としても、芝浦港南地区の地域資源である水辺空間の魅力向上と活用が求
められています。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　東京都政策企画局：「公共施設のライトアップ基本方針」、同港湾局「運河エリアライトアップマスタープ
ラン」に位置付け
　東京都港湾局：日の出ふ頭、護岸のライトアップを実施

６　事業実施により得られる効果・成果

　ライトアップを実施することにより、新たなまちの魅力の創出による水辺空間の魅力向上及び地域コミュニ
ティーや観光・産業の活性化を図ることができます。
　また、地域への愛着の熟成と安全安心なまちづくりを進めます。



NO

政策No. 6 施策No. 3 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　スポーツセンタープールの混雑状況を緩和し、区民が身近な場所で気軽にスポーツを親しむ環境を整備
する必要があることから、一部精査の上、学校屋内プール開放校拡大と利用対象拡大に要する予算を計上
します。

 財源内訳
屋内プール使用料 12,730

－ 114,948

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　15,966千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

要求額 149,272 12,730 調整額 127,678 12,730

屋内プール管理経費等、使用料及び手数料 120,520 12,730 屋内プール管理経費等、使用料及び手数料 102,757 12,730

レベルアップ分以外 120,520 12,730 レベルアップ分以外 102,757 12,730

②登録証の印刷（在学者用） 23 0 ②登録証の印刷（在学者用） 23 0

　【三田】券売機・脱水機・ロッカー等備品及び消耗品等 11,551 0 　【三田】券売機・脱水機・ロッカー等備品及び消耗品等 8,955 0

　【芝浜】キャッシュレス端末使用料及び電信料 115 0 　【芝浜】キャッシュレス端末使用料及び電信料 118 0

①【芝浜】開放経費及び水質検査経費 17,063 0 ①【芝浜】開放経費及び水質検査経費 15,825 0

レベルアップ分 28,752 0 レベルアップ分 24,921 0

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

８　事務事業評価結果

　港区立学校施設施設等使用条例、港区
立学校屋内プールの使用に関する規則、
港区立学校屋内プール運営要綱

　レベルアップ：スポーツセンター等の混雑緩和につながり、利用
者が快適にプールを利用でき、また、新たな利用者にスポーツの機
会を創出することが期待できるため。

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

＜レベルアップ分＞
①学校屋内プール開放校の拡大
　スポーツセンタープールの混雑状況や、現在区民に
開放している学校屋内プールの老朽化などを踏まえ、
プール開放実施校及びスポーツセンターを中心に半径
800ｍ周辺で概ね区内全域がカバーできるよう、現在
は開放していない学校屋内プールを新たに開放しま
す。
　○区立芝浜小学校
　　　令和７年度開始：６月～10月のみ開放
　　　（夏以外は多目的室に転換)
　○区立三田中学校
　　　令和８年度開始：通年開放

②利用対象の拡大
　学校施設であることから、限られた定員数での運営
が必要であるため、これまで在住者・在勤者のみに対
象を限定してきましたが、今後、プール開放の学校数
を増やすことで受け入れ体制を拡大していくことがで
きるため、在学者を利用対象に加えます。
　○想定対象人数：約55,000人
　　　(区内小・中・高・大学等の在学者推計)

　現在プールを開放している高松中学校などの一部の学校では、設備の老朽化に伴う不具合により一時的に
開放を休止することが多い状況です。また、港区立スポーツセンターのプールでは、夏季は利用者が増加
し、循環ポンプの能力を上回るほど混雑しており、混雑解消を求める声が寄せられています。区民が身近な
場所で気軽に且つ快適にスポーツに親しむことができる環境を整備するために、更なる取組が必要です。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　近隣区の学校屋内プール開放状況
　　中央区：５校、千代田区２校、新宿区：なし、品川区：５校、渋谷区：３校、江東区：１校
　　　※学校屋内プールを開放している５区は、在学者も利用対象者に含まれます。

６　事業実施により得られる効果・成果

　新たに学校プールを開放することにより、スポーツセンターの混雑状況を緩和することが可能となり、利
用者が快適にプールを利用することができます。さらに、区民に身近な場所の学校プールを開放することに
より、新たな利用者にスポーツの機会を創出することができます。【スケジュール(予定)】

　～令和７年５月　　ロッカー等備品調達
　令和７年６月　　　芝浜小学校プール開放開始
　令和８年３月　　　高松中学校プール開放終了
　令和８年３月　　　三田中学校プール開放準備
　令和８年４月　　　三田中学校プール開放開始

＜レベルアップ分以外＞
　小・中学校７校の学校屋内プール開放を実施

７　根拠法令・規定等

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 学校プール開放事業 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
スポーツを楽しむ場の確保と利用促進

スポーツ推進計画　基本目標３　施策（２）②学校屋内プールの開放
①　希望あふれる「にぎわいと活力に満ちた都市」の実現
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問合せ スポーツ振興係　TEL:03-3578-2747

２　事業説明文
　 （拡充内容）

区民が身近な場所で気軽にスポーツを親しむ環境を整備できるよう、学校屋内プールの開放校を拡大するとともに、在学者を利用対象に加えます。



NO

政策No. 23 施策No. 5 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源
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問合せ 文化財係　TEL:03-6450-2869

２　事業説明文
　 （拡充内容）

文化財を適切に保存するとともに、区民等が文化財に広く親しみをもち、活用を進めていけるよう、文化財保護奨励金を拡充します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 文化財の指定・登録等事業 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
区民が誇りに思える郷土意識の醸成

＜レベルアップ分以外＞
　・文化財保存事業費補助
　・区指定文化財グランドピアノ保存修復
　・「歴史散歩みなと」印刷製本

【スケジュール】
　令和７年４月　　申請受付開始

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　・文化財保護法
　・港区文化財保護条例
　・港区文化財保護奨励金交付要綱

　レベルアップ：文化財が適切に保存され、歴史的価値を守ること
につながり、また、積極的な活用が促進され、文化財保護意識の醸
成が期待できるため。

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　区指定文化財所有者等に対し、毎年度、定額で交付
している文化財保護奨励金について、交付額を増額す
るとともに、積極的な活用を希望する所有者に対し費
用の８割を補助します。

①交付額の増額
　○有形文化財（建造物）　　：50千円⇒ 70千円
　○有形文化財（建造物以外）：20千円⇒ 30千円
　○無形文化財（個人）　　　：30千円⇒ 50千円
　○無形文化財（団体）　　　：50千円⇒100千円
　○無形民俗文化財（個人）　：30千円⇒ 50千円

②積極活用奨励金の創設
　文化財の保護意識を醸成するとともに、次世代に文
化を継承していくため、文化財を積極的に公開・活用
する取組等に対する補助を創設します。

【補助率・上限】
　４／５、100万円上限

【対象】
　区指定文化財所有者等

　令和６年６月に区指定文化財所有者に指定文化財の保存と活用に関するアンケートを実施したところ、「物
価上昇等により保存費用が増加している」や「指定文化財を積極的に活用するためには、現行の奨励金では不
足している」といった意見が寄せられました。歴史的価値を守るための制度構築に向けて、区民等に文化財に
広く親しみを持ってもらうための取組が必要です。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　品川区：有形文化財（建造物）50,000円、有形文化財（建造物以外）15,000円など
　江東区：有形文化財（建造物）50,000円、有形文化財（建造物以外）10,000円など

６　事業実施により得られる効果・成果

　奨励金を増額することにより、文化財の適切な保存が可能となり、所有者が更なる文化財の活用を推進する
ことができます。

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

①有形文化財（建造物以外）（＠30,000円×97件＝2,910,000円） 2,910 0 ①有形文化財（建造物以外）（＠30,000円×99件＝2,970,000円） 2,970 0

レベルアップ分 6,930 0 レベルアップ分 6,940 3,000

　無形文化財（個人）（＠50,000円×5件＝250,000円） 250 0 　無形文化財（個人）（＠50,000円×4件＝200,000円） 200 0

　有形文化財（建造物）（＠70,000円×11件×＝770,000円） 770 0 　有形文化財（建造物）（＠70,000円×11件×＝770,000円） 770 0

レベルアップ分以外 12,939 0 レベルアップ分以外 11,043 0

②積極的な活用に係る経費（100万円×３件） 3,000 0 ②積極的な活用に係る経費（100万円×３件） 3,000 3,000

要求額 19,869 0 調整額 17,983 3,000

文化財保存事業費補助金等 12,939 0 文化財保存事業費補助金等 11,043 0

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　「物価上昇等による保存費用の増加」や「積極活用に向けた奨励金不足」といった文化財所有者等からの
意見があり、文化財を適切に保存するとともに、区民等に文化財を広く親しみをもってもらうための積極活
用等に向けた制度拡充が必要であることから、予算を計上します。

 財源内訳
港区版ふるさと納税寄附金 3,000

－ 14,983

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　6,940千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額



NO

政策No. 23 施策No. 3 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　新たにブックポストを設置する２か所は、現在設置する18か所を考慮した配置となっていることから、利
用者サービスの向上に効果的であるため、予算を計上します。

 財源内訳
光熱水費受入及び図書館使用料 65

－ 1,271,338

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　704千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

要求額 1,273,981 65 調整額 1,271,403 65

三田図書館等指定管理料等 1,273,277 65 三田図書館等指定管理料等 1,270,699 65

レベルアップ分以外 1,273,277 65 レベルアップ分以外 1,270,699 65

ブックポスト購入（@320,000×2台×1.1=704,000円） 704 0 ブックポスト購入（@320,000×2台×1.1=704,000円） 704 0

レベルアップ分 704 0 レベルアップ分 704 0

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　三田図書館等指定管理料
　みなと図書館等指定管理料
　札の辻スクエア総合管理業務委託等

【スケジュール】
　令和７年度中に設置

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　・図書館サービス推進計画
　レベルアップ：区内のブックポストを増設することについて、図
書館資料の返却場所が増加し、図書館利用者の利便性向上が期待で
きるため。

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　区立図書館利用者が本を手軽に返却できるよう設置
するブックポストについて、区立図書館等18か所に加
え、２か所増設します。

【ブックポスト増設場所】
　○プラザ神明（神明いきいきプラザ、神明保育園、
神明子ども中高生プラザの複合施設）…芝地区
　○特別養護老人ホーム　サン・サン赤坂（高齢者在
宅サービスセンター、赤坂子ども中高生プラザの複合
施設）…赤坂地区

【設置対象施設】
　駐車スペースがある複合施設

【ブックポスト既存配置】
　区立図書館等の区内18箇所に設置しています。
　　芝地区　：３台
　　麻布地区：４台
　　赤坂地区：３台
　　高輪地区：４台
　　港南地区：４台

　「令和４年度港区立図書館サービス推進計画改定に向けたアンケート調査」において、「身近なところで本
の貸出・返却ができる」ことが必要であると約4割が回答しており、令和６年度にブックポストを６か所追加
し、18か所に増設しました。増設後も、更なるブックポストの増設を求める区民の声が寄せられており、利便
性向上に向けて、より多くの人が区立図書館を利用できるよう、取組が必要です。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　他区：近隣区（中央区、文京区、墨田区、渋谷区等）でも、図書館以外の場所にブックポストを設置

６　事業実施により得られる効果・成果

　プラザ神明、特別養護老人ホーム　サン・サン赤坂にブックポストを設置することにより、より身近なとこ
ろで本の返却が可能となり、利用者の利便性向上に繋がります。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 区立図書館管理運営 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
図書館サービスの推進

図書館サービス推進計画　基本目標1　施策（3）図書館利用における利便性の向上

⑥　「人口増加」に伴い拡大する行政需要への的確な対応
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問合せ 図書館係　TEL:03-6435-3011

２　事業説明文
　 （拡充内容）

区立図書館を利用する人がより便利に本を返却できるよう、プラザ神明及びサン・サン赤坂の２か所にブックポストを新設します。



令和７年度予算要求事業概要書 NO

政策No. 26 施策No. 2 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源 － 36,172

事業実施に伴う
将来コスト

事業運営経費　36,172千円／年

債務負担行為 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                             　（単位：千円）

　ふるさと納税の返礼品として体験型の返礼品を提供することは、区内周遊等を促すためのシティプロモー
ションにおいて効果的と考えられます。事業実施に係る経費について、予算を計上します。

 財源内訳

要求額 36,172 0 調整額 36,172 0

・返礼品事業運営経費 36,172 0 ・返礼品事業運営経費 36,172 0

　・地方税法
　・所得税法
  ・総務省告示等

―

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

【事業内容】
　シティプロモーションを推進する手段の１つとし
て、ふるさと納税制度における返礼品の仕組みを活用
し、区を訪れてもらう「体験型」の返礼品を港区版ふ
るさと納税制度に導入することで、区を応援してもら
うとともに、更なる地域活性化を図ります。

【対象】
　港区版ふるさと納税制度への寄付者

【実施時期】
　令和７年10月（返礼品の提供開始）

【場所・回数】
　ポータルサイトを通じた申込・決済（随時）
　寄付額目標　１億円

【委託内容】
　返礼品の企画・立案、返礼品の公募、
　ポータルサイトへの掲載、返礼品の受発注、
　返礼品協力事業者への対応、寄付受領証明書発送、
　ワンストップ特例申請書発送

　区は、平成30年度に返礼品によらない「港区版ふるさと納税制度」を開始し、区内の公益的活動団体を支援
する「団体応援寄付金」への寄付が堅調に推移しています。
　国内宿泊・日帰り旅行の旅行消費額が増加傾向であり、観光客誘致によるシティプロモーションを推進する
好機となっています。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　特別区では既に18の区で返礼品を提供しており、今年度新たに３つの区で返礼品を導入する予定です。

６　事業実施により得られる効果・成果

　体験型の返礼品によるシティプロモーションを推進し、寄付者に区を訪れてもらうことにより、更なる地域
活性化が期待されます。

【スケジュール】
　令和７年５月～　返礼品募集・選定
　　　　　８月　　総務省審査
　　　　　10月～　返礼品の提供開始

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 ふるさと納税シティプロモーション活用事業 要求区分 新規 港区基本計画
基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立

港区観光振興プラン
①　希望あふれる「にぎわいと活力に満ちた都市」の実現

所管課 産業・地域振興支援部　産業振興課 109

問合せ シティプロモーション担当　TEL:03-6435-4673

２　事業説明文 シティプロモーションの更なる推進のため、ふるさと納税制度における返礼品の仕組みを活用し、区を訪れてもらう「体験型」の返礼品の提供に向けた準備を進めます。



NO

政策No. 11 施策No. 4 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　都の制度は要件を満たしているだけでは認定されないため、区の認定制度を用いて優遇措置を講じること
は効果的と考えられます。
　区内の優良中小企業の人材確保に係る補助金上限額及び補助率引き上げに係る経費を計上します。

 財源内訳

－ 172,363

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　8,750千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

要求額 172,363 0 調整額 172,363 0

コールセンター等業務経費 14,261 0 コールセンター等業務経費 14,261 0

【既存分】港区中小企業人材確保支援事業補助金 149,352 0 【既存分】港区中小企業人材確保支援事業補助金 149,352 0

レベルアップ分以外 163,613 0 レベルアップ分以外 163,613 0

【ＷＬＢ推進企業（求人広告等）分】補助（＠500千円×５社＝2,500千円） 2,500 0 【ＷＬＢ推進企業（求人広告等）分】補助（＠500千円×５社＝2,500千円） 2,500 0

【ＷＬＢ推進企業（人材紹介）分】補助（＠1,250千円×５社＝6,250千円） 6,250 0 【ＷＬＢ推進企業（人材紹介）分】補助（＠1,250千円×５社＝6,250千円） 6,250 0

レベルアップ分 8,750 0 レベルアップ分 8,750 0

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
ワーク・ライフ・バランス推進企業以外を対象とした
「中小企業人材確保支援事業」（一般分）

【スケジュール】
　令和７年４月　補助金申請受付開始

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　港区中小企業人材確保支援事業補助金
交付要綱

　レベルアップ：企業のワーク・ライフ・バランス推進を促進し、
当該企業が円滑に人材を確保し、安定した事業活動の促進が期待で
きるため。

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　人材確保に係る経費への補助について、「港区ワー
ク・ライフ・バランス推進企業」を対象として、補助
率を通常の３分の２から４分の３に引き上げます。補
助上限額についても、人材紹介会社への手数料に関し
て100万円から125万円に、求人広告費等は40万円から
50万円に引き上げます。

【対象】
　港区ワーク・ライフ・バランス推進企業

【場所・回数】
　年間１回まで申請可能

【補助率】
　　Ｒ６：２／３　⇒　Ｒ７：３／４

【補助上限額】
　①人材紹介会社への手数料
　　Ｒ６：100万円　⇒　Ｒ７：125万円
　②求人広告費、合同採用説明会出展料
　　Ｒ６： 40万円　⇒　Ｒ７： 50万円

　2024年度から、これまで適用が除外されていた運搬業や建設業においても時間外労働の上限規制が適用され
るなど、働きやすい職場づくりは全ての事業者にとって必須の取組となっている一方で、こうした取組を進め
ているワーク・ライフ・バランス推進企業の認定企業数は、区内中小企業者数約2万社に対して69社と実績に乏
しいことから、認定企業になるメリットを創出し、認定企業数の増を図る必要があります。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　都：入札制度で優遇措置あり（融資、補助制度における優遇措置なし）
　新宿区ほか：融資あっせん制度及び当該融資あっせんに伴う信用保証料補助制度で優遇措置あり

６　事業実施により得られる効果・成果

・ワーク・ライフ・バランス推進企業が人材を採用する際の経費への補助を強化することにより、働きやすい
職場づくりを進める企業の経営の安定化を支援することにつながります。
・ワーク・ライフ・バランス推進企業となるメリットが新たに創出され、認定企業の増加が見込めます。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 中小企業人材確保支援事業 要求区分 レベルアップ 港区基本計画

高度なノウハウを有する人材の確保・育成と働き続けられる環境づくり

港区産業振興プラン　方向性３　施策（３）働きやすい環境づくり
①　希望あふれる「にぎわいと活力に満ちた都市」の実現

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 産業・地域振興支援部　産業振興課 110

問合せ 経営支援係　TEL:03-6435-4613

２　事業説明文
　 （拡充内容）

働きやすい職場づくりを推進する「港区ワーク・ライフ・バランス推進企業」が、円滑に人材を確保できるよう、当該企業を対象に補助率・補助上限額を引き上げる優遇措置を講じます。



NO

政策No. 11 施策No. 4 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　ワーク・ライフ・バランス推進企業の増加を図るため、低利な融資あっせん制度の創設は有効であると考
えられます。また、都の制度では年間の認定数に上限があり、要件を満たしていても必ずしも認定を受けら
れないため、区の認定制度を用いて優遇措置を講じることは効果的と考えられます。区内の優良中小企業の
資金繰りが円滑になるよう、新たな融資制度を創出するため、本事業の予算を計上します。
　なお経費については、対象企業数の見込みを精査の上計上します。

 財源内訳
442,989

－ 873,645

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　2,675千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

要求額 1,323,633 0 調整額 1,316,634 442,989

【その他融資事業】利子補給、信用保証料補助金、コールセンター経費等 1,315,609 0 【その他融資事業】利子補給、信用保証料補助金、コールセンター経費等 1,313,959 442,989

レベルアップ分以外 1,315,609 0 レベルアップ分以外 1,313,959 442,989

【ＷＬＢ融資】信用保証料補助金（＠361,900円×15社＝5,429千円） 5,429 0 【ＷＬＢ融資】信用保証料補助金（＠361,900円×５社＝1,810千円） 1,810 0

【ＷＬＢ融資】利子補給（＠173,000×15社＝2,595千円） 2,595 0 【ＷＬＢ融資】利子補給（＠173,000×５社＝865千円） 865 0

レベルアップ分 8,024 0 レベルアップ分 2,675 0

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　その他融資事業の利子補給、信用保証料補助金

【スケジュール】
　令和７年２・３月　規則、要綱改正
　　　　　　　４月　周知・受付開始

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　・港区中小企業融資基金条例
　・港区中小企業融資基金条例施行規則
　・港区中小企業融資の信用保証料補助
　　要綱

　レベルアップ：企業のワーク・ライフ・バランス推進を促進し、
企業の資金繰りが強化され、安定した事業活動の促進が期待できる
ため。

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　区の融資あっせん制度において、「港区ワーク・ラ
イフ・バランス推進企業」を対象とした、低利な融資
あっせん制度「（仮）ＷＬＢ推進企業サポート融資」
を立ち上げます。また、本融資に伴う信用保証料の全
額を補助します。
【対象】
　港区ワーク・ライフ・バランス推進企業
【場所・回数】
　貸付上限額の範囲内まで申請可能

【利率（本人負担率）】
　0.3％
【融資限度額】
　1,000万円
【資金使途】
　運転・設備
【貸付期間】
　７年以内（据置期間12か月を含む）
【信用保証料】
　区が全額を補助

　令和６年度から、これまで適用が除外されていた運搬業や建設業においても時間外労働の上限規制が適用さ
れるなど、働きやすい職場づくりは全ての事業者にとって必須の取組となっている一方で、こうした取組を進
めているワーク・ライフ・バランス推進企業の認定企業数は、区内中小企業者数約２万社に対して69社と実績
に乏しいことから、認定企業になるメリットを創出し、認定企業数の増を図る必要があります。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　都：入札制度で優遇措置あり（融資、補助制度における優遇措置なし）
　新宿区ほか：融資あっせん制度及び当該融資あっせんに伴う信用保証料補助制度で優遇措置あり

６　事業実施により得られる効果・成果

・ワーク・ライフ・バランス推進企業の資金繰りを強化することにより、働きやすい職場づくりを進める企業
の経営の安定化を支援することにつながります。
・ワーク・ライフ・バランス推進企業となるメリットが新たに創出され、認定企業の増加が見込めます。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 融資事業 要求区分 レベルアップ 港区基本計画

高度なノウハウを有する人材の確保・育成と働き続けられる環境づくり

港区産業振興プラン　方向性３　施策（３）働きやすい環境づくり
①　希望あふれる「にぎわいと活力に満ちた都市」の実現

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 産業・地域振興支援部　産業振興課 111

問合せ 経営支援係　TEL:03-6435-4613

２　事業説明文
　 （拡充内容）

働きやすい職場づくりを推進する「港区ワーク・ライフ・バランス推進企業」が、安定した事業活動を展開できるよう、当該企業を対象とした新たな融資あっせん制度を立ち上げます。



NO

政策No. 12 施策No. 1 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 産業・地域振興支援部　産業振興課 112

問合せ 産業振興係　TEL:03-6435-4601

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　①商店街のイベント開催時に、港区商店街連合会
　　のアプリを活用するための経費を通常の補助率
　　（２/３）から引き上げて補助します。
　②スマイル応援団のボランティアに参加した方
　　にポイントを付与します。

【対象】
　区内商店会等、スマイル応援団会員

【実施手法】
①商店街イベントでのアプリ活用時における補助率
　補助率:５/６
　補助対象経費：ポイント付与(景品・記念品)等
　（参考）令和６年度景品等計上事業数：35事業
　35事業×300,000円＝10,500,000円
　※景品の上限額は90万円だが、商品券等に使われ
　　る割合としては、３割程度
　スタンプラリー機能活用
　300,000円×10事業＝3,000,000円
②スマイル応援団
　１イベント当たり1,000ポイントを付与

　港区商店街連合会アプリを普及し、利用者の増加を図ることは、港区商店街連合会の会員である商店会等
の店舗における更なる消費喚起につながるため、商店会等がアプリを活用したイベントを支援します。ま
た、商店会が直面している人手不足を解消するために実施しているスマイル応援団について参加率を向上さ
せるために、謝礼として地域通貨ポイントを付与します。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　区：世田谷区「せたがやＰａｙ」を景品として活用したイベントに対して経費を一部補助

６　事業実施により得られる効果・成果

　港区商店街連合会アプリを普及するため取組を支援することで、今後アプリを活用したイベントを実施す
る際により多くの利用者に利用していただき区内商店会等店舗の活性化につなげます。また、スマイル応援
団にポイントを付与することで、ボランティアの参加率が向上し、イベント運営の助けとなります。

２　事業説明文
　 （拡充内容）

港区商店街連合会が運用するアプリを普及させるため、商店会等がアプリを活用してイベントを実施する際の経費を補助するとともに、商店会の人手不足を解消するため、商店街のボランティア
の「商店街スマイル応援団」の参加者にポイントを付与することで、地域住民等の応援団への参加率を向上させ、円滑なイベント運営を支援します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 にぎわい商店街事業 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
魅力あふれる商店街の支援

港区産業振興プラン　施策（１）魅力的な商店街づくり
重点課題を選択（複数の課題に該当する場合は関連性が最も高い課題を選択）

９　要求内容                                                                        （単位：千円）10　調整内容                                                                        （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　にぎわい商店街事業（コミュニティ、活性化、地域
連携、地域力向上）
　ちぃばす・レインボーバス広告掲載

【スケジュール】
　令和７年３月　申請受付
　　　　　４月　交付決定

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　港区にぎわい商店街事業実施要綱
　港区商店街コミュニティ事業支援補助
金交付要領

　レベルアップ：アプリが普及することで、区内商店街店舗の消費
喚起につながり、またポイント付与によってイベント時の人手不足
解消が期待できるため。

アプリ活用事業(補助金)　13,500,000円×５／６ 11,250 3,750 アプリ活用事業(補助金)　13,500,000円×５／６ 11,250 3,750

レベルアップ分 11,300 3,750 レベルアップ分 11,307 3,750

スマイル応援団ポイント付与　1,000ポイント×延べ50人分 50 0 スマイル応援団ポイント付与　1,000ポイント×延べ50人分＋手数料 57 0

レベルアップ分以外 270,505 136,568 レベルアップ分以外 270,430 136,575

要求額 281,805 140,318 調整額 281,737 140,325

イベント等補助金/報償費等 270,505 136,568 イベント等補助金/報償費等 270,430 136,575

－ 141,412

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　11,307千円（うち特財3,750千円）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                        　    （単位：千円）

　港区商店街連合会の会員である商店会等の店舗における更なる消費喚起を図るため、港区商店街連合会
アプリを普及する必要があります。また、イベントの運営に当たり、商店会にとって課題である人手不足
を解消するため、スマイル応援団の参加率向上もあわせて図る必要があります。
　港区商店街連合会のアプリを活用したポイント還元が、地域通貨普及に寄与すると考えらることから、
本事業の予算を計上します。

 財源内訳
東京都チャレンジ戦略支援事業補助金 ほか 140,325



NO

政策No. 13 施策No. 3 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源
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問合せ 観光政策担当　TEL:03-6435-4661

２　事業説明文
　 （拡充内容）

区の観光振興を更に推進できるよう、一般社団法人港区観光協会の体制強化により取組を充実させます。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 港区観光協会補助金 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
安全・安心で快適な都市観光を満喫できる環境づくり

第４次港区観光振興プラン　施策４（１）取組36
①　希望あふれる「にぎわいと活力に満ちた都市」の実現

＜レベルアップ分以外＞
　経常経費（事務局運営費、るるぶ発行経費等）

【スケジュール】
　令和７年４月　事務局人員増

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　・一般社団法人港区観光協会補助金
　　交付要綱

　レベルアップ：オーバーツーリズム対策や水辺観光を中心とした
区内周遊の推進など区の観光課題に対応し、更なる観光振興が期待
できるため。

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　一般社団法人港区観光協会事務局の人員体制を強化
し、喫緊の課題となっているオーバーツーリズム対策
や水辺観光をはじめとした観光客の区内周遊のさらな
る活性化について迅速に取り組めるよう、民間の力を
活用した観光振興を支援します。
【事務局追加人員数】
　１名
※事業者間での連携強化、民間企業の知見の活用を図
るため、会員事業者からの出向による人員配置としま
す。

【追加想定業務】
・テーマ部会（３部会）の運営・意見集約・企画事務
　各所属事業者からの柔軟な提案を形にし、協会とし
ての事業化を図ります。
・観光客の区内周遊促進
　人流データ把握システム「おでかけウォッチャー」
で獲得した区内観光地の人流データ等の情報を活用
し、新規事業の企画立案・実施を行います。
・名産品育成
　今後のふるさと納税の返礼品選定や観光協会の自走
化を見据え、港区独自の名産品の育成を図ります。
・東京観光財団・観光庁等の支援事業への応募
　財源確保の観点から、新たな補助獲得を行います。

　訪日外国人観光客は４か月連続で300万人を超え、港区内でも、観光客のスーツケースが駅の混雑の原因にな
るなど、オーバーツーリズムの兆候が表れ始めているほか、観光客の動線として目的地と最寄り駅の往復が多
く、区内周遊に課題があることもデータで判明しています。
　一方で、舟運ツアーには定員の10倍以上の申し込みがあるなど、大きな可能性も秘めています。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　千代田区　補助金額：319,455千円　事務局職員数：９名
　新宿区　　補助金額：130,000千円　事務局職員数：10名
　品川区　　補助金額：110,546千円　事務局職員数：７名

６　事業実施により得られる効果・成果

　民間の力を活用したオーバーツーリズム対策・水辺観光を中心とした区内周遊の推進

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

事務局員２名増に伴う人件費及びＰＣ準備等の設備費 7,210 0 事務局員１名増に伴う人件費及びＰＣ準備等の設備費 3,809 0

レベルアップ分 24,965 0 レベルアップ分 10,664 0

システム機能強化 605 0 システム機能強化 605 0

ホームページコンテンツの充実化 5,000 0 ホームページコンテンツの充実化 5,000 0

レベルアップ分以外 37,813 3,750 レベルアップ分以外 37,813 3,750

部会等事業（ユニークポスト・水辺部会：水辺マップ・寺社部会：マナー啓
発動画）

12,150 0 部会等事業（水辺部会：水辺マップ、寺社部会：マナー啓発動画） 1,250 0

要求額 62,778 3,750 調整額 48,477 3,750

経常経費（うち、るるぶ特別編集港区作成費用7,500千円が特財対象） 37,813 3,750 経常経費（うち、るるぶ特別編集港区作成費用7,500千円が特財対象） 37,813 3,750

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　港区観光協会の体制強化し、民間の力を活用して港区の更なる観光振興を図るため、本事業の予算を計上
します。観光ＤＸへの取組強化等の必要性を鑑み、事務局員１人増に係る人件費等及び、観光ＤＸ推進のた
めのシステム機能強化や自主事業実施に係る経費相当分を補助金として支給するための予算を計上します。

 財源内訳
区市町村観光インフラ整備支援事業補助金（補助率１／２） 3,750

－ 44,727

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　5,059千円（うち特定財源なし）／年

債務負担行為 限度額
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問合せ 観光政策担当　TEL:03-6435-4661

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　更なる水辺観光資源活用のため、水辺の魅力向上に
つながる取組を強化します。舟運の実施回数の増加に
よる定着化を図るほか、新たなコース開発において、
「東京お台場トリエンナーレ」の開催を契機とした品
川区や江東区等の水辺を有する近隣区と連携した取組
等を実施します。
　より柔軟な事業運営のため、港区観光協会の補助金
事業として実施します。
【対象】
　区民、在学・在勤者、マイクロツーリズムを含む国
内外からの観光客

【場所】
　区内の運河・湾岸エリア（芝浦･港南･台場･竹芝）
　近隣区の運河・湾岸エリア（品川区･江東区 等）

【回数】
　令和６年度：全10回（予定）
　⇒　令和７年度：計24回（月１～２回）

【乗船料金】
　無料
　これまで区の委託事業として実施していましたが、
補助事業として実施し、乗船料金の徴収について検討
します。

　令和６年度から観光ボランティアガイド等と連携した舟運を再開したところ、定員の10倍以上の応募が集ま
る人気ツアーとなっています。第４次港区観光振興プランの重点事業に「水辺資源を活用した観光体験の創
出」を掲げていること、来秋には「東京お台場トリエンナーレ」の開催があること等も受け、他区と連携した
取組も含め、更なる水辺の魅力向上、観光体験を通じたにぎわい創出につなげていく必要があります。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　東京都観光財団：水辺のにぎわい創出事業費助成金（観光協会、水辺活動団体への直接補助）
　品川区：しながわクルーズ（全３コース・月２日程度　計500便を運航 ※乗船料金あり)

６　事業実施により得られる効果・成果

　・年間を通じた舟運の実施及び定着化により、水辺観光資源の更なる活用及び魅力向上につなげます。
　・本事業の実施により、舟運の参加者数を年間400名以上まで引き上げます。

２　事業説明文
　 （拡充内容）

更なる水辺の魅力向上のため、水辺観光資源を活用し、通年での舟運の実施による定着化を図るとともに、近隣区とも連携した舟運等の取組も実施します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 水辺観光推進事業 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
安全・安心で快適な都市観光を満喫できる環境づくり

観光振興プラン　施策１【魅せる】取組８ 水辺資源を活用した観光体験の創出

①　希望あふれる「にぎわいと活力に満ちた都市」の実現

９　要求内容                                                                       （単位：千円） 10　調整内容                                                                       （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　水辺観光資源を活用した舟運ツアー等実施

【スケジュール】
　令和７年４月　　補助実施要綱制定
　令和７年５月～　舟運ツアー等実施

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　なし
　レベルアップ：更なる水辺の魅力向上、観光体験を通じたにぎわ
い創出を期待できるため。

水辺観光資源を活用した舟運ツアー等実施（増便・新コース開発14回） 2,233 0 水辺観光資源を活用した舟運ツアー等実施（増便・新コース開発14回）補助金 2,233 0

レベルアップ分 4,793 0 レベルアップ分 2,233 0

ツアーデスク人件費等 2,560 0 ツアーデスク人件費等 0 0

レベルアップ分以外 1,595 0 レベルアップ分以外 1,595 0

要求額 6,388 0 調整額 3,828 0

水辺観光資源を活用した舟運ツアー実施（既存コース10回） 1,595 0 水辺観光資源を活用した舟運ツアー実施（既存コース10回）補助金 1,595 0

－ 3,828

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　2,233千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                             （単位：千円）

　舟運ツアーについては、定員を大きく超える応募があり、増便や新たなコースの開発により、水辺資源を
活用した観光体験の創出が見込めます。区の水辺観光資源を有効に活用し、水辺の魅力向上を図るため、本
事業の予算を計上します。なお、当該事業は、港区観光協会に業務を委託して実施していましたが、財源確
保等、より柔軟な事業運営を行うため補助金事業として実施することし、港区観光協会に対する補助に要す
る経費を計上します。
　なお、ツアーデスク人件費については、観光協会事務局の人員増予定につき計上を見送ります。

 財源内訳



NO

政策No. 24 施策No. 1 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源 － 389,291

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　０千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　令和６年第４回定例会補正予算にて、芝地区総合支所区民課にシステム機器を試験的に導入しましたが、
実用性等の検証期間を要することから、当初予算での計上は見送ります。なお、住民票等証明書発行経費等
については、金額を精査し計上します。

 財源内訳

要求額 451,526 6,631 調整額 389,291 0

住民票等証明書発行経費等 433,835 0 住民票等証明書発行経費等 389,291

レベルアップ分以外 433,835 0 レベルアップ分以外 389,291 0

③その他必要物品等 4,281 0 ③その他必要物品等 0 0

②システム本体代 10,498 5,249 ②システム本体代 0 0

①システム設定等経費 2,912 1,382 ①システム設定等経費　　　　 0 0

レベルアップ分 17,691 6,631 レベルアップ分 0 0

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　住民基本台帳事務に係る旅費、印刷、消耗品、郵便
料、住民票等証明書発行経費等

【スケジュール】
　令和７年２月　芝地区総合支所での試験導入
　令和７年２～６月　検証作業
　　　　　７月以降　機器導入に向けた調整

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　住民基本台帳法、同施行令、同施行規
則他

　縮小・一部廃止：マイナンバーカードを利用したコンビニ交付、
夜間窓口延長、郵送受付での対応により、電話予約サービスの終了
は妥当であるため。

２　事業説明文
　 （拡充内容）

申請書に必要な基本４情報（住所、氏名、性別、生年月日）を手書きで記入せずに済むよう、自動で印字できるシステム機器を各地区総合支所に導入します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 芝地区住民記録事務 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
先端技術の活用により利便性の高い区民生活を実現する

港区ＤＸ推進計画
⑦　区民サービスを飛躍的に向上する「港区版ＤＸ」の加速化

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 芝地区総合支所　区民課 115

問合せ 窓口調整係　TEL:03-3578-3152

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　「書かない窓口」を目的に、令和７年２月に芝地区
総合支所区民課に試行的に導入する、申請書に必要な
基本４情報（住所、氏名、性別、生年月日）を自動で
印字できるシステム機器を各地区総合支所にも導入し
ます。

【対象】
　来庁者

【場所・回数】
　各地区総合支所区民課
　平均来庁者数　30,000件／月

　区民課窓口にて、来庁者が３～６枚程度の申請書に「住所・氏名等」を繰り返し記入しなくてはならない状
態に対し、マイナンバーカード等を使用して、自動印字されるシステム「書かない窓口」のニーズが高まって
います。デジタル庁では「書かない窓口」の項目について、全国の取組を推進しています。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　国（デジタル庁）:「書かない窓口」導入済みの自治体例を公開
　国（内閣府）：デジタル田園都市国家構想交付金
　他区：千代田区、渋谷区でシステム導入済み

６　事業実施により得られる効果・成果

　・システムにより、タッチパネル操作だけで申請書を作成することが可能となり、来庁者の負担軽減ができ
ます。
　・自動印字された申請書の提出により、誤字・脱字等が無くなることから事務の効率化が図れます。
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問合せ 窓口調整係　TEL:03-3578-3151

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　①令和７年３月31日まで実施することとなっている
コンビニ交付サービスの証明書発行手数料の減額（10
円）については、区民が窓口に行かなくても済むこと
による利便性の確保や窓口の混雑緩和等を目的とし
て、令和７年４月１日以降も継続します。
　②赤坂を除く各地区総合支所及び台場分室にマルチ
コピー機を導入し各種証明書を取れるようにすること
で、窓口の混雑緩和等を行います。また、コンビニ交
付サービスの推進を図ります。

【コンビニ交付サービス利用実績】１通10円
　令和２年度　83,942通　令和４年度 133,103通
　令和３年度 106,554通　令和５年度 171,264通

【利用時間】※年末年始及びメンテナンス時を除く
　午前６時30分から午後11時まで

　区はコロナ禍において令和２年度から、区民や区内事業者等の経済的負担の軽減を目的として、区窓口等の
手続における手数料を免除しています。令和６年度についても、感染症は５類へ移行したものの、経済活動が
徐々に再開していく中で、手数料の負担は区民の暮らしや区内事業者等の経営に影響を及ぼすことから、令和
７年３月31日申請分まで、手数料を免除（コンビニ交付サービスでは１０円に減額）しています。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　他区：渋谷区、世田谷区でコンビニ交付手数料10円を実施　それ以外の区は窓口交付と比較して50円から
150円の差を設けています。

６　事業実施により得られる効果・成果

　コンビニ交付サービスにおける各種証明書の手数料については、区民が窓口に行かなくても済むことによる
利便性の確保や窓口の混雑緩和等の効果が得られます。

２　事業説明文
　 （拡充内容）

住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍（全部・個人）事項証明等の発行ができるコンビニ交付サービスの利用率向上及び窓口混雑緩和ができるよう、証明書発行手数料を10円にするとともに、マル
チコピー機を赤坂を除く各地区総合支所及び台場分室に導入します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 証明書自動交付事務 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
⑦　区民サービスを飛躍的に向上する「港区版ＤＸ」の加速化

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　コンビニ交付システムの保守経費等

【スケジュール】
　令和７年12月　常任委員会報告
　　　　　12月～広報みなと、区HP、SNS、デジタル
　　　　　　　　サイネージで周知

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　・電子署名等に係る地方公共団体情報
　　システム機構の認証業務に関する法
　　律

　レベルアップ：コンビニ交付サービスの証明書発行手数料を10円
とすることについて、区役所窓口の混雑緩和及び区民サービスの向
上が期待できるため。

①コンビニ交付に係るコンビニ事業者等への手数料 21,961 0 ①コンビニ交付に係るコンビニ事業者等への手数料 21,961 0

レベルアップ分 37,938 0 レベルアップ分 37,938 0

②マルチコピー機の設置費（赤坂を除く各地区総合支所及び台場分室） 15,977 0 ②マルチコピー機の設置費（赤坂を除く各地区総合支所及び台場分室） 15,977 0

レベルアップ分以外 59,820 0 レベルアップ分以外 59,820 0

要求額 97,758 0 調整額 97,758 0

コンビニ交付機械保守経費等 59,820 0 コンビニ交付機械保守経費等 59,820 0

－ 97,758

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　31,438千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　コンビニ交付サービスを推進し、なおかつ窓口混雑緩和を目的としてコンビニ証明書の発行手数料を10円
に引き続きすることは効果的であることから経費を計上します。また、マルチコピー機の導入については、
利便性の向上や窓口混雑緩和が見込まれることから、経費を計上します。なお、赤坂地区総合支所分の経費
については、改修を予定しており回線の工事等を考慮し、改修終了後に設置します。
（芝及び芝浦港南地区総合支所については、既にコンビニ内にマルチコピー機がありますが利便性向上のた
め設置をします。）

 財源内訳



NO

政策No. 施策No. 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源 － 570

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　92,177千円（うち特財92,177千円）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　マイナンバーカード更新等において窓口の混雑が予想されることから、円滑な業務処理を行い区民サービ
スを向上させるため、会計年度任用職員及び人材派遣の増員に係る経費を計上します。

 財源内訳

マイナンバーカード交付事務費補助金 283,388

要求額 283,958 283,388 調整額 283,958 283,388

マイナンバーカード出張申請受付支援経費等 191,781 191,211 マイナンバーカード出張申請受付支援経費等 191,781 191,211

レベルアップ分以外 191,781 191,211 レベルアップ分以外 191,781 191,211

人材派遣 47,172 47,172 人材派遣 47,172 47,172

会計年度任用職員報酬・期末手当・勤勉手当・事業主負担金・費用弁償 45,005 45,005 会計年度任用職員報酬・期末手当・勤勉手当・事業主負担金・費用弁償 45,005 45,005

レベルアップ分 92,177 92,177 レベルアップ分 92,177 92,177

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　マイナンバーカード交付に係る物品
　マイナンバーカード出張申請受付経費　等

【スケジュール】
　令和７年12月　常任委員会報告
　　　　　12月～広報みなと、区HP、SNS、デジタル
　　　　　　　　サイネージで周知

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　・行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律等

　レベルアップ：マイナンバーカード申請支援コーナーの臨時開設
や人材派遣職員の増員について、窓口の混雑緩和及び区民サービス
の向上が期待できるため。

２　事業説明文
　 （拡充内容）

マイナンバーカードの電子証明書の更新等による業務増加を円滑に処理するため、人材派遣職員等を増員します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 個人番号カード交付事務 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
⑦　区民サービスを飛躍的に向上する「港区版ＤＸ」の加速化

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 芝地区総合支所　区民課 117

問合せ 個人番号カード交付推進担当　TEL:03-3578-3151

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　港区で平成27年度及び平成28年度中に発行したマイ
ナンバーカード保有者約32,000人が令和７年度から令
和８年度にカードの更新時期を迎えます。各地区総合
支所で月に約1,300件（32,000件/24月＝1,333件 ）の
交付申請が見込まれます。
　さらに、令和６年12月に健康保険証の発行が廃止さ
れ、マイナンバーカードに統合された場合、電子証明
書が失効していると健康保険証として利用できないた
め、電子証明書の更新に窓口へ訪れることも想定され
ます。

　このようなことから、マイナンバーカードの電子証
明書の更新等による業務増加を円滑に処理するため、
人材派遣職員等を増員します。

　平成28年１月からマイナンバーカードの発行が開始され、令和７年以降、発行日から10回目の誕生日を迎え
る保有者は更新時期をむかえます。また、令和２年以降の交付枚数増加分の人たちの電子証明書についても、
５回目の誕生日を迎える保有者は電子証明書の更新時期をむかえます。新しいマイナンバーカードの申請や電
子証明書の更新手続に大量の区民が窓口に来庁し、混雑することが見込まれます。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　他区：世田谷区、大田区、足立区は、マイナンバーカードの更新等ができるセンターを設置しています。

６　事業実施により得られる効果・成果

　業務処理できる人数を増やすことにより、窓口緩和や待ち時間の短縮が見込まれます。



NO

政策No. 26 施策No. 1 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 産業・地域振興支援部　税務課 118

問合せ 納税促進係　電話:03-3578-2616

２　事業説明文
　 （拡充内容）

業務効率化による滞納繰越の収入歩合改善等のため、納税案内センター機能の拡充やコールセンター機能を追加します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 港区納税案内センター運営 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
効果的・効率的な行政運営の推進

⑥　「人口増加」に伴い拡大する行政需要への的確な対応

＜レベルアップ分以外＞
　催告業務（電話・ＳＭＳ）
　受電業務
　英語通訳業務（窓口・電話）
　納付書発行業務

【スケジュール】
　令和７年６月　事業候補者選考委員会
　　　　　７月　業者選定委員会
　　　　　10月　委託業務開始

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　・地方税法
　レベルアップ：健全な納税者との公平性の確保、税の収納率向上
や、区民に対しては、よりスムーズな問合せ対応が可能となり、
サービスの向上が期待できるため。

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　①税務課のコールセンター機能追加
　　一次的な対応を「コールセンター」が担うことに
　より対応時間を短縮し、区民サービス向上を図りま
　す。

　②滞納整理事務の一部委託
　　差押等の前段階としての預貯金や生命保険等の財
　産調査のための書類作成を委託し、職員は徴税吏員
　業務に係る時間を確保します。

　税務に関する問合せは多岐に渡るため、代表電話に入電した問合せを、適切な各業務担当へ繋ぐことが困難
で、転送が重なり苦情になるケースもあります。当初課税時には課税関係の問合せが集中しますが、課税業務
の繁忙期において、電話対応による作業の中断は作業効率の低下だけでなくミスにもつながりかねません。滞
納整理業務においては、書類作成業務が煩雑で、少額の滞納への対応に必要な労力の捻出に課題があり、善良
な納税者との公平性の確保のためにも業務の効率化が求められています。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　渋谷区、荒川区及び江戸川区において、滞納整理業務に係る書類作成業務を委託しています。東大和市で
は、さらに税務課全体の窓口業務も委託しており、口座振替、還付・充当、税証明書発行などの広範な業務を
担うことにより職員は徴税吏員にしか行えない業務に専念する事務執行体制となっています。

６　事業実施により得られる効果・成果

　税務課への電話の一次対応を納税案内センターが担うことで、対応時間が短縮し区民サービスが向上しま
す。また、徴税吏員以外でも対応可能な書類作成等の業務委託により、区職員は徴税吏員にしか行えない納税
交渉や捜索、差押等の滞納整理業務に専念することができるため、収入歩合向上が期待できます。

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

納税案内センター運営経費（10月～３月） 47,322 0 納税案内センター運営業務委託（10月～３月） 47,322 0

レベルアップ分 47,502 0 レベルアップ分 47,502 0

事業者選考委員会報償費 180 0 事業者選考委員会報償費 180 0

納税案内センター運営経費（４月～９月） 8,602 0 納税案内センター運営業務委託（４月～９月） 8,602 0

レベルアップ分以外 10,828 0 レベルアップ分以外 8,602 0

要求額 58,330 0 調整額 56,104 0

ＡＩ架電による納税勧奨業務に係る経費 2,226 0 ＡＩ架電による納税勧奨業務に係る経費 0 0

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　一部事務を委託し効率化することで、これまで業務量の関係から、対応できていなかった滞納の案件に職
員が取り組むことが可能になります。納税の公平性の観点からも、対応を進めることが望ましいと考えられ
るため、ＡＩ架電による納税勧奨業務の内容も組み込んだ上で、本事業の予算を計上します。

 財源内訳

－ 56,104

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　94,644千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額



NO

政策No. 24 施策No. 3 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 企画経営部　区長室 119

問合せ 広報係　TEL:03-3578-2036

２　事業説明文
　 （拡充内容）

より多くの区民に、効果的に区政情報が伝わるよう、広報みなと特別号を新たに発行します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 広報みなと等の発行 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
多様な暮らしを支える区政情報の発信

⑤　多様な人がともに支え合いながら暮らす「地域共生社会」の実現

＜レベルアップ分以外＞
　・英字広報紙の作成
　・新聞折り込み、自宅配送
　・外国語版暮らしのガイドの作成

【スケジュール】
　令和７年４月～　事業者選定
　令和７年10月～　年１回（3月予定）特別号を
　　　　　　　　　発行（全戸配布）

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

－
　レベルアップ：広報みなと特別号を新たに発行することにより、
より多くの区民に、効果的に区政情報が伝わることが期待できるた
め。

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　新たに、広報みなと特別号を、年１回発行し、区内
全域にポスティングします。
　通常号との差別化を図るため、リーフレット形式
（Ａ４）での発行とし、視認性の高いデザインをベー
スに情報がより伝わる構成とします。

【対象】
　区民（区内全域ポスティング）

【広報みなと特別号発行回数】
　年１回

【掲載内容】
　新年度予算など全区民が対象となる重要なテーマを
盛り込んだ内容とします。

　デジタル化の進展に伴い、広報みなと通常号の新聞折り込み件数は減少傾向（R3:64,850部→R6:52,650
部）にある一方で、個別配送件数（3,600件）やＬＩＮＥ登録者数（33,808人）は増加傾向にあります。ま
た、区民アンケートの結果（本年10月：サンプル数約200人）では、通常号の全戸配布を希望する割合は約
33％と低い水準ですが、紙媒体の利点を生かした効果的な配布が必要です。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　通常号の全戸配布：千代田区、渋谷区、目黒区、江東区等
　新聞折り込み・個別配送：中央区、新宿区、品川区等

６　事業実施により得られる効果・成果

　特別号の区内全域ポスティングと併せて、広報みなと通常号の個別配送の周知をすることで、配送希望者
の増加につなげます。

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

広報みなと特別号の作成（２回） 9,922 0 広報みなと特別号の作成（１回） 5,294 0

レベルアップ分 17,811 0 レベルアップ分 9,239 0

広報みなと特別号の区内全域ポスティング（２回） 7,889 0 広報みなと特別号の区内全域ポスティング（１回） 3,945 0

レベルアップ分以外 96,586 0 レベルアップ分以外 96,586 0

要求額 114,397 0 調整額 105,825 0

新聞折り込み委託等 96,586 0 新聞折り込み委託等 96,586 0

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　紙媒体の利点を生かした効果的な情報発信が必要なことから、より多くの区民に、効果的に区政情報が
伝わるよう、特別号の発行回数を２回から１回に精査した上、広報みなと特別号の新規発行に要する予算
を計上します。

 財源内訳

－ 105,825

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　9,239千円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額



NO

政策No. 24 施策No. 3 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 企画経営部　区長室 120

問合せ 広報戦略担当　TEL:03-3578-2359

２　事業説明文
　 （拡充内容）

      多数の対象者に広く効率的に区政情報を発信するため、新たな広報媒体としてInstagramを活用し、情報発信を強化します。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 ＳＮＳ情報発信事業 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
多様な暮らしを支える区政情報の発信

港区ＤＸ推進計画
⑦　区民サービスを飛躍的に向上する「港区版ＤＸ」の加速化

＜レベルアップ分以外＞
　広報動画制作
　ＳＮＳ運用支援
　ＳＮＳ及びＷＥＢ広告を活用した港区の情報発信

【スケジュール】
　令和７年４月初～中旬　契約締結・運用準備
　　　　　　　下旬　　　運用開始

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　・港区ＳＮＳ運用基準 　継続

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　港区公式ＳＮＳの媒体に、新たにInstagramを追加
し、専門業者による投稿コンテンツ（静止画及び動
画）を作成することにより、区民等に広く効率的に区
政情報を発信します。

　※区公式ＳＮＳ：YouTube、X(旧Twitter)、
　　Facebook、LINE

【配信頻度】
　週２回程度（年間96回）

【対象】
　区民等

　区公式ＳＮＳ（X、LINE、Facebook）において幅広く区政情報を発信していますが、区が運用していないＳＮ
Ｓユーザーには情報が届けられていない課題があります。10代から30代、特に子育て世代を中心に情報が届い
ていないとの意見が寄せられており、10代から30代が主に使用しているInstagramでの情報発信が必要です。
　※【港区公式SNSのメインユーザー層】LINE：50代、Facebook：35～60代、YouTube：20～50代

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　都：Instagramあり
　他区：渋谷区、中央区、世田谷区、墨田区、板橋区、品川区等

６　事業実施により得られる効果・成果

　・ＳＮＳを利用している幅広い世代（主に１０～３０代・子育て世帯）にアプローチができ、区の情報
　が届きにくい若年層にも高い効果が期待できます。

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

Instagram投稿コンテンツ企画・制作・運用等経費 11,088 0 Instagram投稿コンテンツ企画・制作・運用等経費 0 0

レベルアップ分 11,088 0 レベルアップ分 0 0

レベルアップ分以外 26,945 0 レベルアップ分以外 26,501 0

要求額 38,033 0 調整額 26,501 0

広報動画制作業務委託等 26,945 0 広報動画制作業務委託等 26,501 0

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　１０代から３０代への情報発信が不足しているとの意見がある中、港区公式ＳＮＳにInstagramを新たに
追加し、運用することは必要ですが、令和６年度に新たに導入した職員用の画像・動画編集用ソフトウェア
（アドビ社製「クリエイティブクラウド」）やＳＮＳ運用支援を活用することにより、委託ではなく、職員
自らによるInstagramの運用が可能であるため、予算は計上しません。

 財源内訳

－ 26,501

事業実施に伴う
将来コスト

レベルアップ分　0円（うち特財なし）／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額



NO

政策No. 24 施策No. 1 施策名
関連計画

国庫支出金

都支出金

その他特財

一般財源

11　調整の考え方 12　財源内訳、将来コスト、債務負担行為                                         　    （単位：千円）

　令和５年度に完了した区への申請の電子化に続き、区から外部への通知を電子化することにより、区民の
利便性を高める区政運営が実現できることから、処分通知オンライン化サービスに要する予算を計上しま
す。

 財源内訳

－ 121,435

事業実施に伴う
将来コスト

処分通知オンライン化サービス利用料（年間発行５万通へ拡充後）
5,060千円／年

債務負担行為 令和　年度　　～　　令和　年度 限度額

要求額 121,752 0 調整額 121,435 0

各種ＤＸサービス経費等 119,956 0 各種ＤＸサービス経費等 119,639 0

レベルアップ分以外 119,956 0 レベルアップ分以外 119,639 0

処分通知オンライン化サービス利用料 1,796 0 処分通知オンライン化サービス利用料 1,796 0

レベルアップ分 1,796 0 レベルアップ分 1,796 0

９　要求内容                                                                         （単位：千円） 10　調整内容                                                                         （単位：千円）

項目 小計 （うち特財） 項目 小計 （うち特財）

＜レベルアップ分以外＞
　・タブレット、各種ＤＸサービス経費
　・電子申請関連経費
　・ＤＸ推進リーダー研修経費
　・ＤＸ推進アドバイザ委託経費

【スケジュール】
　令和７年４月　サービス利用準備
　　　　　10月　サービス提供開始

７　根拠法令・規定等 ８　事務事業評価結果

　・港区行政手続等における情報通信
　　の技術の利用に関する条例

　レベルアップ：処分通知オンライン化サービスの導入について、
港区におけるＤＸの推進につながり、区民サービスの向上が期待で
きるため。

＜レベルアップ分＞
【事業内容】
　更なるオンライン化の拡充を図るため、区から発出
する通知等について、オンラインで受け取れる環境を
実現するため、処分通知をオンラインで作成・発行で
きるサービスを導入します。

【対象】
　区から発行する公印が押印された通知
　○想定対象通知
　　・補助金等の交付決定通知
　　・申請・届出等の受領通知
　○対象外となる通知
　　・許可証、標識等書面による交付が必須のもの
　　・郵送による住所確認が必須のもの
　　・受領者から第三者に提示する必要があるもの

　※公印なしの通知は、Ｒ５年度ロゴフォームの導入
　　に併せて、電子化済み。

　令和５年度中に区への申請の電子化は完了しましたが、区から外部への通知は電子化できておらず、紙によ
る通知が必須となっており、効率化が求められています。

５　国・都・他区等の具体的な取組状況（補助金等含む）

　都：処分通知の電子化を実施（茨城県、東大阪市などでも同様の先行事例あり）
　他区：墨田区が処分通知電子化に向けた条例改正を令和６年度に実施（通知自体は未実施）

６　事業実施により得られる効果・成果

　オンラインで処分通知を区民が受領できることで、通知の速達性が向上し、ペーパレス化が促進されます。

３　事業内容、実施手法、スケジュール等 ４　経緯、背景、現状課題等（根拠データや区民ニーズも含めながら）

１　事業名 デジタル社会の実現に向けたＤＸ推進 要求区分 レベルアップ 港区基本計画
質の高い行政サービスを享受できる環境の整備

港区ＤＸ推進計画
⑦　区民サービスを飛躍的に向上する「港区版ＤＸ」の加速化

令和７年度予算要求事業概要書 所管課 企画経営部　デジタル改革担当 121

問合せ デジタル改革担当　TEL:03-3578-2855

２　事業説明文
　 （拡充内容）

ＤＸの推進により区民の利便性を高める区政運営が実現できるよう、処分通知オンライン化サービスを導入します。


